
 

 

平成２５年度 事 業 計 画 

 

一般社団法人に移行して初年度となる平成２５年度は、産業廃棄物の適正処理、再生利用及び資源

循環を推進するため各種の会員研修事業をはじめ、公益目的支出計画と整合を図りながら相談事業や

行政の委託事業、関係機関との協力事業を実施するほか、産業廃棄物処理業界としての信頼性の向上

や社会的使命の達成を図るため、マニフェストシステムの普及啓発や会員企業の優良化など、環境へ

の負荷が少ない循環型社会の構築を目指し、関係機関との連携・協力の下に各種事業を積極的に展開

することにしています。 

具体的な事業は次のとおりです。 

 

１ 産業廃棄物の相談事業 

(1) 許可申請相談 

会員及び県民、事業者からの許可申請相談、事業相談等に対し、指導・助言並びに情報提供を

行う。 

(2) 処理委託契約、マニフェストに関する相談 

会員及び県民、事業者からの委託契約等の相談に対し、指導・助言並びに情報提供を行う。 

(3) 廃棄物処理・再生利用等の相談 

会員及び県民、事業者からの適正処理、再生利用及び資源循環等に対し、指導・助言並びに情

報提供を行う。 

 

２ 適正処理の推進に関する事業 

(1) 産業廃棄物適正処理推進講習会等の開催 

① 産業廃棄物適正処理推進講習会の開催（富山県、富山市からの受託） 

廃棄物の適正処理やリサイクルの推進を図るため、全許可業者及び排出事業者等を対象とした

講習会を開催する。 

② 技術管理者講習会の開催（富山県、富山市からの受託） 

中間処理施設及び最終処分場の施設許可を受けた事業所の技術管理者に対し、適正処理に関す

る講習会を開催する。 

③ 許可更新手続き説明会の開催（富山県、富山市からの受託） 

更新許可申請業務をスムースに進めるため、許可期限が到来する収集運搬業者を対象に年３回、

処分業者を対象に１回、手続き説明会を開催する。 

(2) 産業廃棄物処理業許可業者名簿の作成（富山市からの受託） 

産業廃棄物の適正処理を推進するため、「産業廃棄物処理業許可業者名簿」を作成する。 

(3) 環境フェアへの参加・協力 

環境問題への県民の関心の高まりに対応し、環境フェアに出展するほか、参加会員に対し一

定の助成を行う。 

(4) 環境月間事業への協力 

６月の環境月間事業の一環として実施される行政機関ポスター募集事業に協賛し、引き続き

(一社)富山県産業廃棄物協会長賞を設ける。 

(5) 暴力追放対策会議の開催、富山県暴力団排除組織連絡会議の参加 

(社)富山県構造物解体協会と協力して暴力追放対策会議を開催するほか、暴力団排除組織連

絡会、暴力追放富山県民大会等へ参加協力する。 

(6) 富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会との連携・協力 

行政や富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会と連携して、不法投棄防止等の啓発を行う。 



 

(7) 不法投棄廃棄物の撤去活動や災害廃棄物の処理協力 

富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会と連携して、市町村等の要請を受けて不法投棄廃棄物の

撤去活動を実施するほか、富山県と締結した災害廃棄物の処理協定に基づき災害発生時の廃棄

物処理等の協力を行う。 

(8) (公社)全国産業廃棄物連合会等との連携・協力 

(公社)全国産業廃棄物連合会全国正会員会長・理事長会議をはじめ、事務局責任者会議、職員

事業研修会、信越・北陸地域協議会の出席、産業廃棄物と環境を考える全国大会への参加を行

なう。 

   また、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターと連携・協力して、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業

作業従事者講習会を開催する。 

 

３ マニフェストの普及啓発・頒布及び許可申請にかかる講習会の開催事業 

(1) マニフェストの普及啓発・頒布事業 

廃棄物処理法で義務付けられたマニフェストの普及啓発を目的として、(公社)全国産業廃棄物

連合会発行の産業廃棄物マニフェスト及び建設六団体副産物対策協議会発行の建設マニフェ

ストを頒布することにより、産業廃棄物の適正処理を推進する。 

(2) 産業廃棄物の許可申請にかかる講習会の開催事業 

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターや(公社)全国産業廃棄物連合会と連携・協力して収集

運搬業の新規及び更新の許可講習会並びに特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の開催に参加

・協力するほか、会員に対し、許可期限の周知を図る。 

 

４ 会員研修及び委員会・専門部会に関する事業 

(1) 各種研修会・講習会の開催 

① 環境ビジネス研修会の開催 

    リサイクル製品市場の最近の動きや環境・リサイクルビジネスの動向・事業化等について

のセミナーを開催する。 

  ② 環境経営研修会の開催 

    処理業の経営手法の向上のため、研修会を開催する。 

③ 施設見学会の実施 

産業廃棄物の適正処理やリサイクルに関する知識及び処理技術の向上を図るため、先端処

理技術を有する企業等の見学会を実施する。 

④ 安全衛生講習会の開催 

中央労働災害防止協会や（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会等と連携して、リス

クアセスメント研修会や産業廃棄物処理業の労働災害防止研修会を開催する。 

⑤ 健康セミナーの開催 

（一財）北陸予防医学協会等の協力を得て、成人病対策等に関するセミナーを開催する。 

⑥ リサイクル認定制度説明会の開催 

リサイクル製品の利用拡大に努めるとともに、リサイクルに係る技術開発、実施状況、販

路等に関する情報の収集及び提供を行う。また、県が行うリサイクル認定制度の啓発及びリ

サイクル認定商品のＰＲ等に対して積極的な協力を行う。 

⑦ 産業廃棄物処理実務者研修会の開催 

(公社)全国産業廃棄物連合会と連携して、産業廃棄物処理に関する幅広い基礎知識を習得

するため、研修会を開催する。 

⑧ 優良産業廃棄物処理業者認定制度説明会の開催 

遵法性や事業の透明性が高く、財務内容が安定している場合等に優良産業廃棄物処理業者

に認定される制度を活用し、産業廃棄物の適正処理を推進するため、説明会を開催する。 

(2) 広報・情報提供 



 

  ① 「産廃協とやま」の発行 

産業廃棄物に関する法令、行政の動き、技術動向等の諸情報及び協会事業活動を収録する

「産廃協とやま」を年４回発行し、会員及び関係者に配布する。 

② 関係図書等の配布 

廃棄物処理法に関する関係法令集等を頒布するほか、関係図書の斡旋を行う。 

(3) 委員会、専門部会等開催事業 

① 委員会の開催 

随時開催し、円滑な協会運営及び充実した事業活動の推進に努める。 

② 専門部会活動の推進 

関係法令の改正や(公社)全国産業廃棄物連合会の部会活動の動向等を踏まえて、必要に応じ

て部会を開催し、活動を強化する。 

③ 青年部会活動への支援 

全国産業廃棄物連合会の青年部協議会との連携の強化を図るとともに、青年部会活動への助 

成等を行う。 

 

５ 組織活動の推進 

(1) 総会の開催 

毎事業年度終了後３箇月以内に開催するほか、必要に応じて開催し、協会の運営に関する重要

な事項の議決をはじめ、表彰規程に基づいて功労者、優良事業所、優良従業員の表彰を行う。 

(2) 理事会の開催 

随時開催し、円滑な協会運営及び充実した事業活動の推進に努める。 

(3) 新規会員の加入促進 

当協会未加入産業廃棄物処理業者の加入促進を積極的に図るとともに、処理業者との連携を一

層深めるため、排出事業者等の加入についても推進する。 

(4) 一般社団法人の移行に伴う対応 

一般社団法人の移行に伴い行政庁に提出が義務付けられている公益目的支出計画に基づいた

実施報告書等の提出を遅滞なく行う。 


